
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
商品に一定のタイトルが印刷されているラベル用紙に各タイトルの各データを印字して発
行するように構成されているラベル発行装置において、
上記各データの印字時に、商品の種類または販売の態様に応じて異なる

変動タイトル
印字 印字制御部を備えたこと

を特徴とするラベル発行装置。
【請求項２】
請求項１において、前記印字制御部が、
印字する全てのタイトルを記憶しているタイトルテーブルと、
ラベルフォーマットごとのタイトルの組合せを記憶しているタイトル組合せテーブルと、
印字するラベルフォーマットを指定するラベルフォーマット指定部とを有し、
指定されたラベルフォーマットに従って前記タイトル組合せテーブルから対応するタイト
ルの組合せを読み出し、印字部を制御してラベル用紙に各タイトルのデータとともに予め
印刷されていない変動タイト 印字するように構成されていることを特徴とするラベル
発行装置。
【請求項３】
請求項２において、前記印字制御部が、ラベル用紙上のタイトルおよび各データの印字箇
所を示す印字フォーマット展開部を有しており、この印字フォーマットに従って印字を行
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されていない を、商品に共通の固定タイトルが印刷されたラベル用紙におけ
る印字フォーマットにより指定されている印字位置に させる

ルを



うように構成されていることを特徴とするラベル発行装置。
【請求項４】
請求項２または３において、前記印字制御部が、さらに、
装着されるカセット内に収納されているラベル用紙に関するカセットデータを記憶してい
るカセットデータテーブルと、
このカセットデータテーブルから当該ラベル発行装置に装着されたカセットＮｏ．のカセ
ットデータを読み出し、前記タイトルテーブルに含まれたタイトルのいずれかの印字を禁
止する印字禁止手段とを備えていることを特徴とするラベル発行装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、小売店やスーパなどにおいて販売される食料品などの商品の包装に貼り付け
るラベルや、加工工場においてプリパックした商品に貼り付けるラベルを発行するラベル
発行装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
不特定の顧客に目の前で計量して販売する対面販売商品や、予め値付けして販売するプリ
パック商品には、食品衛生法で定められた販売日や加工日，正味重量や重量，個数などの
タイトルとその日付、計量値、個数等のデータを記載したラベルを貼り付けることが義務
づけられている。
【０００３】
販売店では、対面販売商品とプリパック商品のそれぞれについて定められた定量品と不定
量品の別、賞味期限と消費期限の別などのタイトルを印刷した複数種類のラベル用紙を、
種類別にそれぞれ異なるカセットに収納しておき、対面販売時、またはプリパック時に、
商品に対応するカセットを選択してラベル発行装置に装着し、そのカセット内のラベル用
紙に予め印刷されている販売日，加工日，賞味期限，消費期限，単価，個数，重量，定重
量，正味重量，金額などのタイトルに対応するデータ、およびバーコードを印字してラベ
ルを発行し、このラベルを商品に貼り付けている。
【０００４】
上記従来のラベル発行装置では、一つの販売店内で、商品の種類や、対面販売とプリパッ
クというような販売形態の相違に応じてタイトルの組み合わせが変わる多種類のラベル用
紙を用意しなければならないので、ラベル用紙の管理が煩雑であるとともに、ラベル用紙
が収められたカセットを誤って使用することがあるという問題点があった。
【０００５】
また、上記の問題点を解消するため、無地のラベル用紙を用いて、タイトルおよびデータ
を全て印字する、というラベル発行装置が提案されているが、このラベル発行装置による
印字品質は、正規の印刷装置による印字に比べて見劣りし、顧客に与える印象が良くない
ため、多く使用されるに至っていない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は上記のような問題点を解決して、用意するラベル用紙の種類を大幅に減少する
ことができるとともに、見栄えのよいラベルを作成できるラベル発行装置を得ることを目
的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、請求項１に係るラベル発行装置は、単一または複数の商品に
ついて、一定の固定タイトル、たとえば「店名」「金額」など全ての商品に共通のタイト
ルについては、予め印刷されているラベル用紙を用いるとともに、前記各データの印字時
に、 前記ラベル用紙に印刷されていない変動タイト

印字する印字制御部を備えたものである。
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【０００８】
前記構成によれば、共通の固定タイトルが印刷されているラベル用紙を用い、印字制御部
により 変動タイトルを印字するので、ラベル用紙を共用でき、用意するラベル
用紙の種類を少なくすることができる。
【０００９】
また、請求項２に係るラベル発行装置は、前記印字制御部が、印字する全てのタイトルを
記憶しているタイトルテーブルと、ラベルフォーマットごとのタイトルの組合せを記憶し
ているタイトル組合せテーブルと、印字するラベルフォーマットを指定するラベルフォー
マット指定部とを有し、指定されたラベルフォーマットに従って前記タイトル組合せテー
ブルから対応するタイトルの組合せを読み出し、印字部を制御してラベル用紙に各タイト
ルのデータとともに予め印刷されていない変動タイト 印字させるように構成されたも
のである。
【００１０】
前記構成によれば、前記ラベルフォーマット指定部によって指定されたラベルフォーマッ
トに従って前記印字部によって、品名と、前記変動タイトルと、固定タイトルおよび変動
タイトルについてのデータとがラベル用紙に印字される。
【００１１】
また、請求項３に係るラベル発行装置は、請求項２において、前記印字制御部が、ラベル
用紙上のタイトルおよび各データの印字箇所を示す印字フォーマット展開部を有しており
、この印字フォーマットに従って印字を行うように構成されている。
【００１２】
前記構成によれば、印字フォーマット展開部に展開されているタイトルのうち、変動タイ
トルのみが印字部によってラベル用紙上の所定の印字箇所に印字される。
【００１３】
また、請求項４に係るラベル発行装置は、請求項２または３において、前記印字制御部が
、さらに、装着されるカセット内に収納されているラベル用紙に関するカセットデータを
記憶しているカセットデータテーブルと、このカセットデータテーブルから当該ラベル発
行装置に装着されたカセットＮｏ．のカセットデータを読み出し、前記タイトルテーブル
に含まれたタイトルのいずれかの印字を禁止する印字禁止手段とを備えている。
【００１４】
前記構成によれば、前記印字制御部は、前記カセットデータテーブルから読み出したカセ
ットデータに基づき、前記タイトルテーブルに含まれたタイトルのうち、割愛したいタイ
トルの印字を禁止する。したがって、前述のラベルフォーマットの指定と併用することに
より、さらに多くのラベルフォーマットを選択使用できる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
この実施形態では、ラベルのサイズが同一であって、
（Ａ）　対面で不定量品販売用のラベル用紙Ａ
（Ｂ）　対面で定量品販売用のラベル用紙Ｂ
（Ｃ）　プリパックで不定量品販売用のラベル用紙Ｃ
（Ｄ）　プリパックで定量品販売用のラベル用紙Ｄ
の４種類のラベル用紙を作成する。これらのラベルＡ～Ｄは、予めタイトルの一部である
固定タイトルが印刷されている一種類のラベル用紙を用いて、対面販売時、またはプリパ
ック時に印刷されていない変動タイトルを印字することにより作成される。
【００１６】
図１は、この実施形態で用いるラベル用紙を示す図で、上欄に品名印字欄１、その下方に
、対面販売にあっては販売日、プリパック販売にあっては加工日というタイトルの印字欄
２とその日付データの印字欄３、賞味期限または消費期限というタイトルの印字欄４とそ
の期限の日付データの印字欄５、商品の単価または個数というタイトルの印字欄６とその
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単価金額または個数データの印字欄７、重量、定重量または正味重量というタイトルの印
字欄８とその重量データの印字欄９、商品のマスターＮｏ．の印字欄１０、および販売金
額の印字欄１１、バーコードの印字欄１２が設けられている。また、このラベル用紙には
、ＰＬＵの文字、金額（円）の文字、店名および住所が商品によらない固定タイトルとし
て予め印刷されている。さらに、金額の表示枠、バーコードの表示枠も印刷されている。
【００１７】
図２および図３はこの実施形態のラベル発行装置によって図１のラベル用紙に、タイトル
およびデータが印字された４種類のラベルを示す図で、図２（Ａ）は対面－不定量品用ラ
ベルＡ、図２（Ｂ）は対面－定量品用ラベルＢ、図３（Ｃ）はプリパック－不定量品用ラ
ベルＣ、図３（Ｄ）はプリパック－定量品用ラベルＤである。
【００１８】
各ラベルＡ～Ｄに表示しなければならないタイトルは商品マスターＮｏ．（ＰＬＵ）によ
って定められており、各タイトルは、図１の印字欄２，４，６，８に予め印刷されている
か、またはこのラベル発行装置によって印字される。図２，図３の例では、印字欄２に販
売日または加工日の文字（タイトル）、印字欄４に賞味期限または消費期限の文字、印字
欄６に単価または個数の文字、印字欄８に重量，定重量または正味重量の文字が、それぞ
れ印字される。これらのタイトルは、商品の種類または販売形態に応じて異なる変動タイ
トルである。なお、この例では、印字欄１の品名も変動タイトルの１つとして印字される
。勿論、販売店によっては、印字欄２，４，６，８のうちの一部に固定タイトルが予め印
刷される場合もある。
【００１９】
図４はこの実施形態のラベル発行装置のブロック図である。図において、１３は印字制御
部で、ＣＰＵ１４、タイトルテーブル１５、タイトル組合せテーブル１６、カセットデー
タテーブル１７およびイメージＲＡＭで構成された印字フォーマット展開部１８を有して
いる。前記ＣＰＵ１４には、印字禁止手段３０が内蔵されている。
【００２０】
前記タイトルテーブル１５は、図５に示すように、変動タイトルを、そのタイトルに割り
当てられたタイトルＮｏ．とともに記憶している。またタイトル組合せテーブル１６は、
図６に示すように、商品マスターＮｏ．（ＰＬＵタイトル）ごとのラベルフォーマット、
すなわち、商品名、対面販売およびプリパック別のラベルに表示することが定められてい
るタイトルＮｏ．を記憶している。また、カセットデータテーブル１７は、図７に示すよ
うに、後述するカセットＮｏ．ごとのカセットデータを記憶している。
【００２１】
図４のラベルフォーマット指定部１９は、キーボード、ペン入力装置等で構成され、ＣＰ
Ｕ１４に、商品マスターＮｏ．（ＰＬＵ），対面販売／プリパックの別を入力する。この
ラベル発行装置は、さらに、商品を計量する計量部２０、印字フォーマット展開部１８に
展開された内容を表示する表示部２１、印字フォーマット展開部１８に展開されたタイト
ルのうち、印刷されていない変動タイトルおよびデータを、ＣＰＵ１４に制御されてラベ
ル用紙に印字する印字部２２を備えており、ラベル用紙２４を収納したカセット２３が外
部から装置されるようになっている。
【００２２】
次に、動作を説明する。
ＣＰＵ１４は、ラベルフォーマット指定部１９から入力された商品マスターＮｏ．に対応
したラベルフォーマットをタイトル組合せテーブル１６（図４）から読出し、計量部２０
から入力された商品の重量データ、ラベルフォーマット指定部１９から入力された販売日
データ、個数データ、装置内で前記重量データまたは個数データから算出した金額データ
を、図８に示すように印字フォーマット展開部１８内に設けられた各印字欄に展開すると
ともに、その内容を図４の表示部２１に表示する。
【００２３】
ここで、図８は、印字フォーマット展開部１８に展開される図２および図３に示した４種
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類のラベルＡ～Ｄの印字フォーマットを示しており、各印字フォーマットごとに、印字す
べきタイトルとその印字欄、つまり印字場所とが指定されている。ラベル発行時に展開さ
れるのは、図４のラベルフォーマット指定部１９から指定された一種類のラベルフォーマ
ットのタイトルおよびそのデータである。
【００２４】
次に、対面販売時には、操作者が表示部２１に表示された内容を確認したのち印字開始操
作（キー操作）を行うと、ＣＰＵ１４が印字部２２を制御してラベル用紙２４に印字し、
ラベルを発行する。また、プリパック時には、全ての印字データが揃うと、自動的にＣＰ
Ｕ１４が印字部２２を制御してラベル用紙２４に印字し、ラベルを発行する。
【００２５】
このように、この実施形態によれば、対面販売時、またはプリパック時に、固定タイトル
が予め印刷された一種類のラベル用紙を用いてすべてのタイトル、およびデータを印字し
た４種類のラベルを発行することができるので、ラベル用紙の種類を大幅に削減できる。
このため、ラベル用紙の管理が容易になり、ラベル用紙の選択誤りの発生を少なくできる
。
【００２６】
なお、前記実施形態では、印字するタイトルを販売日／加工日，有効日，単価／個数，Ｐ
ＬＵ（商品マスターＮｏ．）の５種類としたが、印字するタイトルの数は、この例に限ら
れないことは言うまでもない。
【００２７】
次に、カセット２３の構成と作用について説明する。
カセット２３は、ラベル用紙２４を収納して印字部２２にラベル用紙２４を送給するとと
もに、ラベル発行装置にその装着口から挿入して装着されたとき、当該カセット２３のＮ
ｏ．を自動的にＣＰＵ１４に伝達するように構成されている。
【００２８】
図７はカセットデータテーブル１７の内容を示す図で、装着されるカセット２３のＮｏ．
ごとに、収納されているラベル用紙の種類、店名、住所の印刷の有無、ラベルサイズ等の
データとともに、前記タイトルテーブル１５に示されたタイトルのうち、印刷させないタ
イトルを、そのＮｏ．で示している。この印字禁止表示に従って、ＣＰＵ１４が印字禁止
手段３０を作動させ、印字部２２でそのタイトルの印字を実行しないように制御する。こ
れにより、販売店の方針で一部のタイトルを印刷させない場合、これに対応できる。
【００２９】
このようなタイトルの印字を禁止する印字禁止手段を設けると、前述の商品マスターＮｏ
．、つまりラベルフォーマットＡ～Ｄの指定と併用することにより、さらに多くのラベル
フォーマットを選択使用できる。
【００３０】
【発明の効果】
以上説明したとおり、この発明に係るラベル発行装置は、複数の商品について、共通する
固定タイトル部分については予め印刷されているラベル用紙を用いるとともに、前記各デ
ータの印字時に、 前記ラベル用紙に印刷されていない変動タイト

印字する印字制御部を備えたので、ラベル用紙
を共用でき、用意しなければならないラベル用紙の種類を少なくすることができる。この
ため、ラベル用紙の管理が容易になり、ラベル用紙の選択誤りの発生を少なくできる効果
が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態で用いるラベル用紙を示す平面図である。
【図２】同実施形態のラベルＡおよびラベルＢを示す平面図である。
【図３】同実施形態のラベルＣおよびラベルＤを示す平面図である。
【図４】同実施形態のラベル発行装置のブロック図である。
【図５】同実施形態のタイトルテーブルを示す図である。
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【図６】同実施形態のタイトル組合せテーブルを示す図である。
【図７】同実施形態のカセットデータテーブルを示す図である。
【図８】同実施形態の印字フォーマット展開部に展開されるラベルＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの印字
データフォーマットを示す図である。
【符号の説明】
１…品名印字欄、２…販売日／加工日の印字欄、３…日付データの印字欄、
４…賞味期限／消費期限の印字欄、５…期限日付データの印字欄、
６…単価／個数の印字欄、７…単価金額／個数データの印字欄、
８…重量／定重量／正味重量の印字欄、９…重量データの印字欄、
１０…商品のマスターＮｏ．の印字欄、１１…販売金額の印字欄、
１２…バーコードの印字欄、１３…印字制御部、１４…ＣＰＵ、
１５…タイトルテーブル、１６…タイトル組合せテーブル、
１７…カセットデータテーブル、１８…印字フォーマット展開部、
１９…ラベルフォーマット指定部、２０…計量部、２１…表示部、
２２…印字部、２２…印字部、２３…カセット、２４…ラベル用紙、
３０…印字禁止手段。
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